
特定有人国境離島漁村支援交付金 【令和５年度予算概算決定額 374 （374）百万円】

＜対策のポイント＞
特定有人国境離島地域における漁業集落の維持を図るため、漁業・海業の起業又は事業拡大による雇用機会の拡充を図るための取組を支援します。
＜政策目標＞
離島漁業者の漁業所得を維持（対象漁業者一人当たりの年間平均漁業所得を令和元年度漁業所得に維持［令和６年度まで］）
離島漁業就業者数の減少率の抑制（本交付金に参加する漁業集落の漁業就業者数を全国の漁業就業者数の減少率に抑制［令和６年度まで］）

［お問い合わせ先］水産庁防災漁村課（03-6744-2392）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
○ 以下の取組を市町村が支援する場合に要する経費に対して、交付金を交付し
ます。

① 雇用を創出するための取組
新たな漁業又は海業※に取り組む者、あるいは漁業又は海業の事業規模の
拡大を行う者を漁業集落が支援する場合に要する一定の経費を支援します。
※「海業」とは、所得機会の増大を図るため、漁村の人々が、その住居する漁村
を核として、海や漁村に関する地域資源を価値創造する取組。事例としては、
水産物の直売、漁家民宿、体験漁業、釣り等。

② 雇用の創出を円滑に行うための環境整備
漁業集落が上記①の取組を効果的に進める上で基盤となる良好な集落環境
を整備するのに要する一定の経費を支援します。

【対象地域】
有人国境離島法において定められた特定有人国境離島地域

国 都道府県 市町村
交付

（定額）

＜事業の流れ＞
漁業者等定額

【取組事例】

① 雇用を創出するための取組

○ 地域の水産物を利用した漁家レストランや水産物の直売所
を新たに開設した場合に要する経費を支援します。

② 雇用の創出を円滑に行うための環境整備

○ 漁業集落内の景観の維持又は保全に取り組む経費を支援
します。

漁業集落
②定額

（国費上限150万円）

① 定額
（国費上限600万円）
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